
 

－  － 
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第４【提出会社の状況】 
 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 64,000 

計 64,000 

 

②【発行済株式】 

種類 発行数（株） 上場証券取引所名又は登録証券業協会名

普通株式 28,375 非上場・非登録 

計 28,375 － 

 

(2）【新株予約権等の状況】 

旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権(ストックオプション)に関する事項は、次の通りであります。 

平成13年３月27日臨時株主総会決議 

 
最近事業年度末現在 

(平成16年３月31日) 

提出日の前月末現在 

(平成17年２月28日) 

新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 100株(注)１ 100株(注)１ 

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)２ 50,000 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成15年３月28日 

至 平成23年３月27日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  50,000円 

資本組入額 25,000円 
同左 

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)４ 同左 

(注)１． 新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会決議における新株発行予定数から、付与対象者の権利

付与者の権利放棄により取締役５名1,380株、退職により従業員７名100株の権利を喪失した者の新株予約権

の数を減じております。 

２． 株式分割および時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により権利行使価額を調整し、調整

により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

  新規発行株式数 × １株当たり払込金額 
既発行株式数 + 

１株当たり調整前権利行使価額 調整後 

権利行 ＝ 

使価額 

調整前 

権利行 × 

使価額 
既発行株式数 + 分割・新規発行株式数 

３． 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 

(1）新株引受権は、株式数の一部につき、これを行使することができるものとする。但し、新株引受権の行使

価額の年間合計額は、1,000万円を超えないものとする。 

(2）次に定める場合には、新株引受権を喪失する。 

① 死亡以外の事由により乙が甲の取締役又は使用人でなくなったとき。 

② 乙が死亡したとき。 

③ 乙が禁固以上の刑に処せられたとき。 



 

－  － 
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④ 乙が甲と競合する業務を営む会社の常勤または非常勤の役員または使用人に就任したとき。 

ただし、書面による事前承認を受けた場合は除く。 

⑤ 乙が本契約書の規定に違反したとき。 

⑥ 乙の不正行為もしくは職務上の義務違反または懈怠があったとき。 

⑦ 乙が破産の申立てを受けた場合もしくは自らこれを申立てた場合、または乙が差押、仮差押、保全差押、

仮処分の申立てもしくは滞納処分を受けた場合。 

４. 新株予約権の譲渡に関する事項は次のとおりです。 

(1) 前条第２項にかかわらず、正当な相続人から３ヶ月以内に請求があった場合には、当該相続人は新株引受

権を相続するものとする。 

(2) 相続人が複数存在する場合には乙の相続人は、その相続分に応じて新株引受権を相続するものとする。た

だし、相続人は新株引受権者の死亡後速やかに、その相続人全員の同意をもって発行会社の通知を受領す

る代表者１名およびその住所を発行会社に通知するものとし、かかる同意および通知は発行会社の指定の

書面で行う。 

 

商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権に関する事項は、次のとおりであります。 

平成16年６月25日定時株主総会決議 

 
最近事業年度末現在 

(平成16年３月31日) 

提出日の前月末現在 

(平成17年２月28日) 

新株予約権の数(個) ― 600 

新株予約権の目的となる株式の種類 ― 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数(注)１ ― 600株 

新株予約権の行使時の払込金額(注)２、３ ― 未定(注)４ 

新株予約権の行使期間 ― 
自 平成18年６月26日 

至 平成26年６月24日 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価額及び資本組入額 
― 未定(注)４ 

新株予約権の行使の条件 ― (注)５ 

新株予約権の譲渡に関する事項 ― 
新株予約権を譲渡、質入その他の

処分をすることができない。 

(注)１． 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。但し、当該調

整は新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式について行われ、調整の結

果生じる１株未満の端数は切り捨てる。 

(計算式) 

 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

２.  当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を

調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り捨てる。なお、合併、会社分割、資本減少又はこれらに準

じる行為を原因として、行使価額を調整する必要が生じた時も、当該算式に準じて行使価額を調整する。 

(計算式) 

 １ 

 
調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×

分割・併合の比率

３． 当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額

を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り捨てる。 

(計算式) 

     新規発行株式数×１株当たり払込金額

 調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行前の１株当たり時価 

     既発行株式数＋新規発行株式数 

 



 

－  － 
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４． 当社の株式公開に際して行う公募増資等のために、当社取締役会が決定し公表する、当社普通株式の一般

募集における発行価格又は売出し価格とする。 

５． 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 

(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使に際し、次の制約を受けるものとする。 

① 当社の株式公開前に新株予約権を行使することはできない。 

② 新株予約権者は、権利行使の時点において当社又は当社子会社の取締役又は使用人でなければなら

ない。 

③ 各新株予約権の一部行使をすることはできない。但し、単年度の権利行使価額の合計が1,200万円

を超える場合においては、税制適格要件を満たすためその一部を行使することを妨げない。 

④ 新株予約権を相続の対象とすることはできない。 

⑤ 行使に係る権利行使価額の年間(１月１日から12月31日まで)の合計額が1,200万円を超過すること

になる行使はできない。 

⑥ 当社を完全子会社とする株式交換又は株式移転が行われた場合は、必要に応じて新株予約権を完全

親会社となる会社に継承させることができる。 

(2) 次に定めるいずれかに該当した場合、当社は対象となる新株予約権をいつでも無償で消却することができ

る。 

① 当社が新株予約権を取得した場合。 

② 新株予約権者が、死亡以外の事由により当社及び当社子会社を退職した場合。 

③ 新株予約権者が、死亡した場合。 

④ 新株予約権者が、禁固以上の刑に処せられた場合。 

⑤ 新株予約権者が、当社と競合する業務を営む会社の常勤又は非常勤の役員又は使用人に就任した場

合。但し、書面による事前承認を得た場合を除く。 

⑥ 新株予約権者が、新株予約権割当契約書の内容に違反した場合。 

⑦ 新株予約権者に、不正行為もしくは職務上の義務違反又は懈怠があった場合。 

⑧ 新株予約権者が、破産の申立てを受けた場合もしくは自らこれを申立てた場合、又は差押、仮差押、

保全差押、仮処分の申立てもしくは滞納処分を受けた場合。 



 

－  － 
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(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成11年11月５日
（注）１ 

3,000 3,000 150,000 150,000 ― ―

平成12年３月１日
（注）２ 

1,000 4,000 50,000 200,000 ― ―

平成12年４月26日
（注）３ 

1,000 5,000 50,000 250,000 ― ―

平成12年５月30日
（注）４ 

1,000 6,000 50,000 300,000 ― ―

平成12年６月29日
（注）５ 

1,000 7,000 50,000 350,000 ― ―

平成12年７月29日
（注）６ 

1,000 8,000 50,000 400,000 ― ―

平成12年９月21日
（注）７ 

1,000 9,000 50,000 450,000 ― ―

平成12年10月31日
（注）８ 

600 9,600 30,000 480,000 ― ―

平成12年11月30日
（注）９ 

1,000 10,600 50,000 530,000 ― ―

平成12年12月28日
（注）10 

600 11,200 30,000 560,000 ― ―

平成13年２月20日
（注）11 

4,800 16,000 240,000 800,000 ― ―

平成13年６月１日
（注）12 

4,500 20,500 405,000 1,205,000 405,000 405,000

平成14年３月８日
（注）13 

5,000 25,500 225,000 1,430,000 225,000 630,000

平成14年３月29日
（注）14 

2,200 27,700 99,000 1,529,000 99,000 729,000

平成16年１月14日
（注）15 

675 28,375 ― 1,529,000 ― 729,000

 （注）１．設立 

発行価格    50,000円 

資本組入額   50,000円 

割当先は、㈲ジェイアンドアールであります。 

２．有償第三者割当 

発行価格    50,000円 

資本組入額   50,000円 

割当先は、㈲ジェイアンドアールであります。 

３．有償第三者割当 

発行価格    50,000円 

資本組入額   50,000円 

割当先は、㈲ジェイアンドアールであります。 



 

－  － 
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４．有償第三者割当 

発行価格    50,000円 

資本組入額   50,000円 

割当先は、㈲ジェイアンドアールであります。 

５．有償第三者割当 

発行価格    50,000円 

資本組入額   50,000円 

割当先は、金丸貴行、金丸多賀であります。 

６．有償第三者割当 

発行価格    50,000円 

資本組入額   50,000円 

割当先は、山本久敏 他取締役３名、大坪保行、栗原傑亨、金丸武嗣、金丸芽生、金丸倫己、金丸昴太

郎、金丸顕太郎、山本順子、小橋一、羽生章洋、大森和明、森脇大悟、その他当社従業員13名でありま

す。 

７．有償第三者割当 

発行価格    50,000円 

資本組入額   50,000円 

割当先は、金丸准子、金丸理恵、金丸武嗣、金丸芽生、金丸倫己、金丸昴太郎、金丸顕太郎であります。 

８．有償第三者割当 

発行価格    50,000円 

資本組入額   50,000円 

割当先は、金丸貴行、金丸多賀、金丸准子、金丸理恵であります。 

９．有償第三者割当 

発行価格    50,000円 

資本組入額   50,000円 

割当先は、金丸貴行、金丸多賀であります。 

10．有償第三者割当 

発行価格    50,000円 

資本組入額   50,000円 

割当先は、金丸貴行であります。 

11．有償第三者割当 

発行価格    50,000円 

資本組入額   50,000円 

割当先は、東京短資㈱(現 東短ホールディングス㈱)、㈱三和銀行(現 ㈱ＵＦＪ銀行)、つばさ証券㈱

(現 ＵＦＪつばさ証券㈱) であります。 

12．有償第三者割当 

（Ａ種優先株式を発行） 

発行価格   180,000円 

資本組入額   90,000円 

割当先は、ティ・エイチ・シー・ミレニアム投資事業有限責任組合、ティ・エイチ・シー・エー・ピー

投資事業有限責任組合、ジャフコ・ジー８（エー）号投資事業組合、ジャフコ・ジー８（ビー）号投資

事業組合、ジャフコ・ジーシー１号投資事業組合、ジャフコ・エル弐号投資事業有限責任組合、金丸貴

行、金丸多賀であります。 

13．有償第三者割当 

発行価格    90,000円 

資本組入額   45,000円 

割当先は、グロードキャピタル㈱、金丸貴行、金丸多賀であります。 



 

－  － 
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14．有償第三者割当 

発行価格    90,000円 

資本組入額   45,000円 

割当先は、東京短資株式会社(現 東短ホールディングス㈱)、㈱ＵＦＪ銀行、つばさ証券㈱(現 ＵＦ

Ｊつばさ証券㈱)、ティ・エイチ・シー・ミレニアム投資事業有限責任組合、ティ・エイチ・シー・

エー・ピー投資事業有限責任組合、ジャフコ・ジー８（エー）号投資事業組合、ジャフコ・ジー８

（ビー）号投資事業組合、ジャフコ・ジーシー１号投資事業組合、ジャフコ・エル弐号投資事業有限責

任組合であります。 

15．Ａ種優先株式の転換 

転換価格   156,770円 

Ａ種優先株式発行価格(180,000)に対し、普通株式への転換価格は156,770円であります。このためＡ種

優先株式１株につき普通株式1.15株にて転換致しました。 

 



 

－  － 

 

(61) ／ 2005/03/03 11:44 (2005/03/03 11:42) ／ 000000_00_060_2k_04220368／第４提出会社／os2トレイダーズ証券／目論見書 

61

(4）【所有者別状況】 
      （平成17年２月28日現在）

株式の状況 

区分 
政府及び地
方公共団体 

金融機関 証券会社
その他の法
人 

外国法人等
外国法人等
のうち個人

個人その他 計 

端株の状況
（株） 

株主数（人） ― 8 1 1 ― ― 26 36 ―

所有株式数
（株） 

― 10,600 1,000 10,500 ― ― 6,275 28,375 ―

所有株式数の
割合（％） 

― 37.35 3.53 37.00 ― ― 22.12 100 ―

 



 

－  － 
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(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （平成17年２月28日現在）

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） ― ― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式 28,375 28,375 ― 

端株 ― ― ― 

発行済株式総数 28,375 ― ― 

総株主の議決権 ― 28,375 ― 

 

②【自己株式等】 

   （平成17年２月28日現在）

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

― ― ― ― ― ― 

計 ― ― ― ― ― 

 



 

－  － 
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(6）【ストックオプション制度の内容】 

旧商法第280条ノ19の規定に基づき発行した新株引受権 

決議年月日 平成13年３月27日 

付与対象者の区分及び人数 (注)１ 
① 取締役 ５名 
② 従業員 10名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)１ 1,550 

新株予約権の行使時の払込金額 50,000円（注）２ 

新株予約権の行使期間 
自 平成15年３月28日 

至 平成23年３月27日 

新株予約権の行使の条件 (注)２ 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)２ 

(注)１．上記のうち、付与対象者の権利放棄により取締役５名1,350株、退職により従業員７名100株の権利を喪

失しております。なお、今後においても除外理由(退職等)に基づき、表中の付与対象者が減少することが

あります。 

２. 新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項については、「(2) 新株予約権等の状況」

をご参照ください。 

 

商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権 

株主総会特別決議年月日 平成16年６月25日 

付与対象者の区分及び人数 
①取締役    ７名 
②子会社取締役 １名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の行使時の払込金額 未定(注) 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年６月26日 

至 平成26年６月24日 

新株予約権の行使の条件 (注) 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注) 

(注) 新株予約権の行使時の払込金額、行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項については、「(2) 新株

予約権等の状況」をご参照ください。 
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２【自己株式の取得等の状況】 

(1）【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

 該当事項はありません。 

 

②【当決議期間における自己株式の取得等の状況】 

 該当事項はありません。 

 

(2）【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

 該当事項はありません。 

 

②【当決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

 該当事項はありません。 

 

３【配当政策】 

当社は、創業から５期の決算期を経ておりますが、これまでは利益確保よりも事業基盤の確立を最優先課題

として経営を行って参りましたので、先行投資や営業費用の増加により十分な配当原資を確保することができ

ませんでした。よって、現在まで配当は実施しておりません。 

しかしながら、株主に対する利益還元として配当は重要な経営課題の一つであると認識しております。今後

は、企業体質の強化と事業拡大に向けた内部留保の充実を勘案しながら、業績に応じた配当を行うことを基本

方針としております。なお、内部留保金の使途につきましては、新規の設備投資、外国為替取引におけるカウ

ンターパーティーに対する取引証拠金等に充当していく方針であります。 

 

４【株価の推移】 

当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もしておりませんので、該当事項はありません。 
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５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有 
株式数
（株）

代表取締役社
長 

チーフ・エグ
ゼクティブ・
オフィサー 
（ＣＥＯ） 

金丸 勲 昭和38年11月３日生

平成７年６月 ダイワフューチャーズ㈱（現 ひま

わり証券㈱）取締役就任 

平成11年12月 当社代表取締役副社長就任 

平成12年６月 イ・システム㈱（現 トレイダーズ

投資顧問㈱）取締役就任 

平成14年４月 当社代表取締役副社長 

平成14年５月 イ・システム㈱（現 トレイダーズ

投資顧問㈱）代表取締役 

平成15年２月 当社代表取締役社長(現任) 

平成15年４月 トレイダーズ投資顧問㈱取締役(現

任) 

平成16年６月 トレイダーズフィナンシャルシス

テムズ㈱取締役就任(現任) 

260 

取締役副社長 

チーフ・オペ
レ ー テ ィ ン
グ ・ オ フ ィ
サー 
（ＣＯＯ） 

中川 明 昭和42年６月16日生

平成７年10月 さくら総合事務所入所 

平成９年４月 ㈱いずみ曾計社入社 

平成10年４月 公認会計士登録 

平成12年11月 当社監査役就任 

平成15年４月 当社取締役副社長就任（現任） 

平成16年６月 トレイダーズフィナンシャルシス

テムズ㈱取締役就任(現任) 

200 

取締役副社長 市場本部担当 原屋 一雄 昭和22年９月30日生

昭和59年９月 バンカーストラスト銀行バイスプ

レジデント、日本国債トレーディ

ング責任者 

平成７年７月 ゴールドマン・サックス銀行バイ

スプレジデント、外国為替プロプ

ライエタリー・トレイダー 

平成９年２月 クレディ・スイス・ファーストボ

ストン銀行東京支店長 

平成12年10月 ハラヤ・ファイナンシャル・アド

バイザーズ㈱設立 代表取締役 

平成15年４月 当社取締役副社長就任(現任) 

平成15年４月 トレイダーズ投資顧問㈱代表取締

役社長就任 

20 

取締役 
営業本部担当 
（証券事業） 

奥山 泰全 昭和46年８月13日生

平成12年10月 当社ＩＴコンサルタント 

平成13年４月 イ・システム㈱（現 トレイダーズ

投資顧問㈱）取締役就任 

平成14年４月 当社入社 執行役員就任 

平成15年４月 当社取締役就任（現任） 

平成15年４月 トレイダーズ投資顧問㈱取締役 

(現任) 

平成16年６月 トレイダーズフィナンシャルシス

テムズ㈱取締役就任(現任) 

40 
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有 
株式数
（株）

取締役 

内部管理統括
責任者 
内部管理統括
本部担当 

依田 秀男 昭和22年２月27日生

昭和44年４月 株式会社協和銀行入行 

昭和56年10月 東海協和モルガングレンフェル

（ロンドン）管理本部長 

昭和58年７月 株式会社協和銀行ロンドン支店次

長 

平成元年１月 協和ファイナンス・インターナ

ショナル（ロンドン）副社長就任 

平成３年10月 スイスあさひ銀行代表取締役社長

就任 

平成６年６月 あさひ証券㈱取締役引受部長 

平成９年11月 アイエヌジー・バンク東京支店 

法人本部長 

平成11年１月 ㈱あさひ銀行総合研究所主席 

コンサルタント部長 

平成13年８月 プルディンシャル・ファイナン

シャル・アドバイザーズ証券㈱ 

内部監査部長 

平成15年10月 当社入社 内部管理統括本部長 

平成16年５月 当社取締役就任（現任） 

－ 

取締役 

チーフ・フィ
ナンシャル・
オフィサー 
（ＣＦＯ） 
経営企画本部
担当 

新妻 正幸 昭和45年11月８日生

平成７年10月 監査法人トーマツ入所 

平成12年１月 太田昭和監査法人（現 新日本監査

法人）入所 

平成12年４月 公認会計士登録 

平成13年９月 当社入社 経理部チーフマネー

ジャー 

平成14年４月 当社執行役員就任 

平成14年４月 イ・システム㈱（現 トレイダーズ

投資顧問㈱）監査役就任（現任） 

平成15年４月 当社取締役就任（現任） 

平成16年６月 トレイダーズフィナンシャルシス

テムズ㈱監査役就任(現任) 

10 

取締役 
営業本部担当 
（為替事業） 

福島 秀治 昭和29年６月22日生

昭和53年４月 東京短資㈱(現 東短ホールディン

グス㈱)入社 

昭和53年12月 トウキョウフォレックス㈱出向 

平成10年３月 アルママターファンド投資顧問㈱

出向 

平成12年３月 東短デリバティブズ㈱出向 企画管

理部長 

平成13年３月 当社出向 取締役就任 

平成14年６月 イ・システム㈱（現 トレイダーズ

投資顧問㈱）執行役員就任 

平成15年４月 当社取締役就任（現任） 

10 
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有 
株式数
（株）

常勤監査役  斉藤 正敏 昭和21年７月24日生

昭和45年４月 埼玉銀行入行 

平成８年６月 あさひ投資顧問㈱出向 調査部長 

平成10年６月 同社取締役就任 

平成11年４月 同社合併に伴いあさひ東京投信㈱

取締役就任 

平成14年６月 あさひリテール証券㈱監査役就任 

平成15年６月 りそなアセットマネジメント㈱ 

常務取締役就任 

平成16年８月 当社監査役就任（現任） 

－ 

監査役  大網 英道 昭和25年11月８日生

平成４年４月 公認会計士登録 

平成６年11月 チェース・マンハッタン銀行東京

支店 財務部長 

平成８年５月 リパブリック・ナショナルバン

ク・オブ・ニューヨーク東京支店 

財務部長兼業務部長 

平成11年４月 西ドイツ銀行東京支店ＣＦＯ 

平成12年４月 モルガン・スタンレー・ディー

ン・ウィッタージャパン・リミ

テッド入社 財務部長 

平成12年12月 大網公認会計士事務所設立 

平成14年７月 九段監査法人代表社員就任（現

任） 

平成15年４月 当社監査役就任（現任） 

5 

監査役  飯田 直樹 昭和40年２月14日生

平成11年４月 弁護士登録 

成和共同法律事務所入所 

平成14年２月 当社監査役就任（現任） 

平成15年９月 成和共同法律事務所パートナー就

任（現任） 

30 

計 575 

（注） 常勤監査役 斉藤正敏、監査役 大網英道及び監査役 飯田直樹は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第１

項に定める社外監査役であります。 
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６【コーポレート・ガバナンスの状況】 
(1) コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方 

当社は、コーポレート・ガバナンスの目的は、企業価値、強いては株主利益の最大化を図ることであると認識

しております。そして、コーポレート・ガバナンスとして重要なことは、株主及び投資家に資するため、最適利

益及び財務の健全性を追求すること、情報開示の徹底を図り経営の透明性を保つこと、社会の一員として社会的

責任を果たすこと、取締役及び監査役各自がそれぞれの独立性を保ち業務執行及び監視責任を果たすことと考え

ております。こうした方針の下、当社は、コーポレート・ガバナンス会議、コンプライアンス委員会を設置して

コーポレート・ガバナンスの実効をあげるべく、強化を図っております。 

 

(2) 機関の内容 

当社は、監査役制度を採用しております。取締役は７名が在任し、うち１名は代表取締役であります。また、

監査役は３名が在任し、うち１名は常勤監査役であり、他の２名は職業専門家である弁護士及び公認会計士で構

成されております。監査役３名のいずれも商法特例法第18条に定める社外監査役の要件を満たしており、会計監

査人と共に、会計及び業務執行に関して透明性の高い監視機能を有しております。 

取締役会は毎月一回定例として開催され、また、必要に応じて機動的に臨時開催され、当社の重要事項に関し

て意思決定を行うと同時に、法令諸規則に基づく適法性及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、各部署を分

掌する取締役が相互に牽制を行っております。また、取締役会には、原則として全監査役が出席し、協議の内容

を監視しております。 

なお、当社と、当社の社外監査役の人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はございません。 

 

(3) 業務執行の監視及び内部統制の内容 

 

 

取締役会 

監査役 

監査役会 

社外監査役

株主総会 

コーポレート 
ガバナンス会議 

担当役員 内部監査部 内部管理 
統括責任者

各本部 コンプライアンス部

法務部、リスク管理

社 長 

コンプライアンス会議

会計監査人

外部の有識者 

助

言 

 

 
当社は、本部制を採用しております。内部管理面の最高責任者である内部管理統括責任者の下、内部管理統括

本部に属するコンプライアンス部、法務部及びリスク管理部が、他の本部に対して法令遵守の指導、監督を行い、

また、社長直轄の内部監査部が、全本部を対象に内部監査を行い、社長に報告、体制見直しを行うことで、会社

内部を統制しております。 
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(4) 役員報酬の内容 

当社の取締役に対する報酬は、定時株主総会決議により年額150,000千円内となっております。社内取締役に

対する報酬の内容は、第５期中の支給額は99,625千円であり、また、社外取締役に対する報酬は、無報酬であり

ます。 

 

(5) 監査報酬の内容 

  当社が監査法人トーマツと締結した監査契約に基づく監査証明に係る報酬の内容は、10,000千円であります。

この他、証券取引法第47条及び関連法令・規則に定める顧客資産の分別保管の法令順守に関する検証業務に係る

報酬として2,400千円、外国為替取引に係る顧客資産の分別保管の規程遵守に関する検証業務に係る報酬として

6,000千円、四半期財務情報に係る相談業務として1,500千円があります。 

 




